
議案第 36号

橋本市消防手数料条例の一都を改正する条例について

橋本市消防手数料条例の一部オど改正する条例について、別紙のとお り定めた

いので、議会の議決を求める。

令和 5年 2月 27日 晃出

橋本市長  平木 哲朗
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橋本市消防手数料条例の一部 を改正す る条例

橋本市消防手数料条例 (平成 22年橋本市条例第 4号 )の 下部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分

であるc

附 則

この条例は、令和 5年 4月 1日 か ら施行す る。

改正前

(手 数料の減免 )

第 4条

市長は、第 2条第 5号に規定す る事務に係 る手数料の うち、次の各

号のいずれかに該 当す るものについては、当該手数料 を減額 し、又は免

除す ることができる。

(1)～ (3)略

改正後

(手 数料の減免 )

第 4条 市 早 蔵  省 2 粂筆 1丹 に報 庁す る事務 に係 る手数料 の うち、地

震 、 風水害等 に よる被 災に伴 う消防法第 10条第 1項 ただ し書の規定に

墓 づ て承認 申詰 に対す る寒杏 については、当該手数料 を免 除す るもの と

す る。

2 市長は、第 2条第 5号に規定す る事務に係 る手数料の うち、次の各号

のいずれかに該 当す るものについては、当該手数料を減額 し、又は免除

す ることができる。

(1)～ (3)略


